














明石市埋蔵文化財発掘調査作業 共通仕様書 

第１章 総 則 

第１条 適 用 

（１） 本仕様書は、明石市(以下「委託者」という。)が実施する埋蔵文化財発掘

調査作業に適用する。 

（２） 本仕様書に記載されていない事項は、別に定める仕様書(以下「特記仕様

書」という。)によるものとする。 

（３） 特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先するものとする。請負者

（以下「受託者」という。）は、本仕様書の各章の条項を熟知して、作業を実

施しなければならない。 

（４） 本仕様書に示していない事項、並びに疑義を生じた場合は、その都度、委

託者と協議して、その指示を受けるものとする。 

第２条 諸法規の遵守 

   受託者は作業実施にあたり労働安全衛生法等諸法令及び諸法規、条例を遵守し、

危険防止及び災害の防止に万全の措置を講じて、作業の円滑な進捗を図らなけれ

ばならない。なお、諸法令の運用適用は、受託者の負担と責任において行わなけ

ればならない。 

第３条 提出書類 

   受託者は、落札後、速やかに作業実施に必要な次の事項を記載した作業計画書

を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。 

  ① 発掘調査作業主任者等名簿 

  ② 緊急時連絡体制表 

  ③ その他委託者が指示する書類 

第２章 作 業 

 第４条 作業時間 

   原則として、土・日・祝祭日を除いて調査を行う。ただし、緊急の場合はこの

限りではない。作業時間は、午前８時５５分より午後５時４０分までとする。 

 第５条 発掘用具等 

   発掘調査作業において、以下に例示する日常的に使用する用具は、受託者の責

任において負担・管理することとする。 

   スコップ、バチ鍬（大・小）、ジョレン、草削り（大・小）、移植ゴテ、鉄ベラ、

箕、バケツ、勺、１輪車、噴霧器、ジョウロ、電気ドラム、グラインダー、シー

ト、土のう、遺構保護シート使用時のつまづき、墜落防止用コンクリートパネル、

足場板 



第３章 現場管理 

 第６条 作業管理 

   受託者は、作業の円滑な進捗を図るために、作業責任者を配置しなければなら

ない。 

 第７条 安全管理 

（１） 受託者は、法令で定める資格を有する安全衛生推進者を配置し、当業務に

おける重機災害、第三者災害、地山の崩落・倒壊災害、火災の防止等に対す

る対策を講ずること。 

（２） 受託者は、作業員の健康管理を適正に行い、調査現場における救急箱の設

置や休憩所の確保に努め、調査現場での発病や怪我等の発生に際しては適切

に対応しなければならない。 

（３） 受託者は、明石市埋蔵文化財発掘調査における安全衛生点検実施要綱に基

づく安全衛生点検を実施すること。 

 第８条 作業主任者 

（１） 受託者は、掘削作業に際しては、労働安全衛生法施行令等に定める地山掘

削作業主任者を配置し、その立会いの下に実施しなければならない。 

（２） 受託者は、写真撮影用足場組立てに際しては、労働安全衛生法施行令等に

定める足場の組立て作業主任者を配置し、その立会いの下に実施しなければ

ならない。 

第９条 安全設備 

   受託者は、墜落等の防止設備、昇降設備及び踏み切り橋が必要な場合は、受託

者の負担において材料を用意することとする。 

第１０条 使用機械・器具等 

   発掘調査作業において使用する機械・器具等で、特記仕様書に記載するものは、

法令等に定める安全基準に適合する仕様のものとする。 

第１１条 作業報告 

   受託者は、作業内容の報告のため、業務開始から終了に至る経過を日報・写真

等により記録し、委託者へ提出しなければならない。 



特 記 仕 様 書 

第１条 総則 

 本仕様書は、明石市(以下「委託者」という。)が実施する「山手環状線埋蔵文化財

発掘調査業務委託（その１）」（以下、「本業務」という。）に関する特記仕様書である。 

第２条 期間 

 １．本業務の期間は、契約締結日の翌日から令和６年３月 31 日までとする。ただ

し、本件に係る予算について、国庫補助事業等の繰越承認がされた時は、令和６

年９月 30 日までとする履行期間の延長を行う予定である。 

 ２．発掘調査作業の開始日は、契約締結後５日以内とする。ここで言う開始日とは

請負者（以下「受託者」という。）が現地において準備作業を開始する日を言うも

のとする。 

 ３．山手環状線の道路側溝設置箇所の外業（調査）作業は、令和６年２月末までに

調査を完了させるものとする。また、全体の外業（調査）作業は、大窪八幡宮の

春祭りが実施されるため、令和６年４月末までに調査を完了させるものとする。 

 ４．受託者は、着手後速やかに作業着手届を提出しなければならない。 

 ５．受託者は、完了後速やかに作業完了届を提出しなければならない。 

第３条 調査及び遺物整理工程 

 本業務の作業内容については、別紙仕様書によるものとする。 

第４条 業務体制 

 １ 発掘調査体制は、原則として、１班が調査員１名（明石市の文化財担当職員）、

調査補助員２名、整理補助員２名及び発掘作業員５名を基本とする。ただし、や

むを得ず体制に変更が出る場合は、委託者との協議により定めるものとするが、

令和６年４月末までに外業（調査）作業を完了させることに留意するものとする。 

 ２ 発掘作業員は、年間最低 60 日以上発掘調査に従事した者又はそれと同等以上

の埋蔵文化財に対する知識を有する者とする。 

 ３ 調査補助員は、年間最低 60 日以上発掘調査に従事した者、考古学を専攻する

大学３年生以上の者又はそれらと同等以上の埋蔵文化財に対する知識を有する

者とする。 

 ４ 本業務の遂行に当たっては、調査員の指示に従って行うものとする。 

第５条 特記事項 

 １ 埋め戻し 

    埋め戻し箇所は、埋め戻し作業開始前に清掃し、各層ごとに十分に締め固め

るものとする。 

 ２ 環境対策 

   イ） 作業主任者は、本業務の発掘作業にあたり、作業時における騒音及び振

動、その他の公害を未然に防止するよう努めるものとする。 

      なお、受託者が付近住民に迷惑をかけ、苦情等が発生した場合には、直



ちに受託者の責任をもって解決するものとする。 

   ロ） 場内排水については、既設側溝・水路を利用して排水するものとする。 

   ハ） 本業務の発掘作業箇所の周辺は、神社及び住宅等であるため、土埃や粉

塵等影響が及ぶ可能性がある場合は、仮囲い等の対策を行うものとする。 

 ３ 出土品整理 

   イ） 出土品の整理は「明石市埋蔵文化財整理基準」により実施するものとす

る。 

   ロ） 整理工程の具体的な方法の指示・資料の選別・作成物のチェック等は、

調査員が行うものとする。 

   ハ） 各工程で作成した台帳類は、出土品整理後、委託者に提出するものとす

る。 

 ４ 写真整理 

   イ） 現地で撮影した写真、あるいは委託によって撮影した遺物写真は、別に

定める「発掘調査資料整理マニュアル写真整理編」に基づき整理するもの

とする。 

   ロ） 整理が完了した写真は、写真台帳とともに委託者に提出するものとする。 

 ５ 図面整理 

   イ） 整理で記録した図面類や出土品整理時に作成した遺物図面は、別に定め

る「発掘調査資料整理マニュアル図面編」に基づき整理するものとする。 

   ロ） 整理が完了した図面は、委託者に提出するものとする。 

 ６ その他 

   イ） 現地には水道施設がないため、業務遂行上必要な水については各自で用

意すること。なお、関係部署への申請・届出とも費用はすべて受託者の負

担とする。 

   ロ） 民地への乗入口が存在する場合があるため、進入の支障とならないよう

対策を行うものとする。 

   ハ） 発掘調査の際に機材進入路が必要な場合、進入路の位置、施工方法など

施工計画を委託者と協議のうえ、施工するものとする。 

   ニ） 本業務における経費は、設計金額に含まれている。 

   ホ） 最終の設計変更に伴う資料については、工期の１か月前までに受託者が

十分精査したうえで提出するものとする。なお、最終の設計変更に伴う資

料が工期の１か月前を過ぎて提出された際は、設計変更の対象とならない。 

   ヘ） 本業務における仮設トイレは、大窪八幡宮の再築にあたって設置されて

いる仮設トイレを使用するものとする。 

   ト） 本業務の発掘作業箇所は、近世の遺構と推定している。 

第６条 作業報告 

 作業内容の報告のため、作業開始から終了に至る経過を日報・写真により記録し、

委託者に提出するものとする。 








